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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向の一方に設けられた第１ねじ部（３１）と、軸方向の他方に設けられた第２ねじ
部（３２）と、前記第２ねじ部側の端部に設けられ、前記第２ねじ部よりも外径（Ｄ４）
が小さく、且つ、所定の工具を係合することの可能な係合部（３４，３９）と、前記第１
ねじ部と前記第２ねじ部との間に設けられ、前記第１ねじ部及び前記第２ねじ部よりも外
径（Ｄ３）が大きく、且つ、軸（Ｏ）に垂直な断面が円形に形成された大径部（３３，３
８）と、を備えるスタッドボルト（３０）と、
　前記スタッドボルトの前記第１ねじ部が挿通する孔（１４，１５）を有し、前記大径部
に当接する第１部材（１０）と、
　前記第１部材の前記孔（１４）の内側で前記第１ねじ部に螺合し、前記第１部材を前記
大径部に固定する雌ねじ部（４０）と、
　前記スタッドボルトの前記第２ねじ部が挿通する孔（２３）を有し、前記大径部に当接
する第２部材（２０）と、
　前記第２ねじ部に螺合し、前記第２部材を前記大径部に固定するナット（５０）と、を
備え、
　前記スタッドボルトの前記大径部の径方向外側を囲う筒部材（７０）を備えることを特
徴とする部材結合構造。
【請求項２】
　前記第１部材又は前記第２部材と前記筒部材とは、溶接（７１）により固定されること
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を特徴とする請求項１に記載の部材結合構造。
【請求項３】
　前記第２部材は、前記ナットの径方向外側に、前記ナット及び前記係合部を遮蔽する遮
蔽部（２２）を有することを特徴とする請求項１または２に記載の部材結合構造。
【請求項４】
　軸方向の一方に設けられた第１ねじ部（３１）と、軸方向の他方に設けられた第２ねじ
部（３２）と、前記第２ねじ部側の端部に設けられ、前記第２ねじ部よりも外径（Ｄ４）
が小さく、且つ、所定の工具を係合することの可能な係合部（３４，３９）と、前記第１
ねじ部と前記第２ねじ部との間に設けられ、前記第１ねじ部及び前記第２ねじ部よりも外
径（Ｄ３）が大きく、且つ、軸（Ｏ）に垂直な断面が円形に形成された大径部（３３，３
８）と、を備えるスタッドボルト（３０）と、
　前記スタッドボルトの前記第１ねじ部が挿通する孔（１４，１５）を有し、前記大径部
に当接する第１部材（１０）と、
　前記第１部材の前記孔（１４）の内側で前記第１ねじ部に螺合し、前記第１部材を前記
大径部に固定する雌ねじ部（４０）と、
　前記スタッドボルトの前記第２ねじ部が挿通する孔（２３）を有し、前記大径部に当接
する第２部材（２０）と、
　前記第２ねじ部に螺合し、前記第２部材を前記大径部に固定するナット（５０）と、を
備え、
　前記第２部材は、前記ナットの径方向外側に、前記ナット及び前記係合部を遮蔽する遮
蔽部（２２）を一体に有することを特徴とする部材結合構造。
【請求項５】
　前記大径部は、
　前記第１ねじ部側の端面に、軸に垂直な第１当接面（３５）を有し、
　前記第２ねじ部側の端面に、軸に垂直な第２当接面（３６）を有することを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の部材結合構造。
【請求項６】
　前記大径部（３３）は、円筒状であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に
記載の部材結合構造。
【請求項７】
　前記大径部（３８）は、前記第１ねじ部側から前記第２ねじ部側に向かい外径が次第に
大きくなるテーパ状であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の部材結
合構造。
【請求項８】
　前記雌ねじ部は、インサートナットであることを特徴とする請求項１～７のいずれか一
項に記載の部材結合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スタッドボルトを用いた部材結合構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、複数の部材をスタッドボルトにより結合した部材結合構造が知られている。
　特許文献１には、排気マニホールドに設けられたフランジとシリンダヘッドとが、スタ
ッドボルトにより接続された構造が記載されている。スタッドボルトは、フランジに形成
された貫通孔を貫通し、シリンダヘッドに形成されためねじに螺合している。スタッドボ
ルトには、フランジに対しシリンダヘッドとは反対側に位置する箇所に、ダブルナットが
螺合している。このダブルナットにより、フランジとシリンダヘッドとが固定されている
。また、スタッドボルトは、シリンダヘッドとは反対側の端部にヘクサロビュラを有して
いる。このヘクサロビュラには、固定プレートの貫通孔の内壁に形成された突起が嵌合し
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ている。その固定プレートは、六角頭ボルトによってシリンダヘッドに固定され、スタッ
ドボルトに螺合したダブルナットが緩むことを防いでいる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４７０２８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の構造では、スタッドボルトに螺合したダブルナット
が、フランジ及びシリンダヘッドから外部に露出している。また、固定プレートは、六角
頭ボルトを取り外すことにより、スタッドボルトのヘクサロビュラから容易に取り外すこ
とが可能である。そのため、ダブルナットにスパナなどの工具が係合され、その工具によ
ってダブルナットと共にスタッドボルトが軸周りに回転されると、排気マニホールドとシ
リンダヘッドとの解体が行われるおそれがある。このようにして、スタッドボルトにより
結合した複数の部材が悪意により解体されると、その部材が盗難されることが懸念される
。
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、互いに結合された複数の部材の解体
を防ぐことの可能な部材結合構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の第１態様および第２態様の部材結合構造は、スタッドボルト、第１部材、雌ね
じ部、第２部材、およびナットを備える。スタッドボルトは、軸方向の一方に第１ねじ部
、軸方向の他方に第２ねじ部を備えたスタッドボルトにおいて、第１ねじ部と第２ねじ部
との間に、第１ねじ部及び第２ねじ部よりも外径が大きく、且つ、軸に垂直な断面が円形
に形成された大径部を備える。第１部材は、スタッドボルトの第１ねじ部が挿通する孔を
有し、スタッドボルトの大径部に当接する。雌ねじ部は、第１部材の孔の内側で第１ねじ
部に螺合し、第１部材を大径部に固定する。第２部材は、スタッドボルトの第２ねじ部が
挿通する孔を有し、大径部に当接する。ナットは、第２ねじ部に螺合し、第２部材を大径
部に固定する。
　このスタッドボルトにより第１部材と第２部材とを結合する場合、第１ねじ部に螺合す
る雌ねじ部と大径部との間に第１部材を固定し、第２ねじ部に螺合するナットと大径部と
の間に第２部材を固定することが可能である。その場合、第１部材及び第２部材から大径
部が露出していたとしても、大径部は軸に垂直な断面が円形であるため、大径部にスパナ
などの工具を係合することができず、工具によってスタッドボルトが軸周りに回転される
ことが防がれる。これにより、スタッドボルトは、互いに結合された第１部材と第２部材
の解体が行われることを防ぐことが可能である。したがって、このスタッドボルトは、互
いに結合された複数の部材の盗難等の防止に好適である。
　なお、スタッドボルトは、係合部を備えることで、第１ねじ部又は第２ねじ部に対し、
ナット等を容易に螺合することができる。
【０００６】
　本開示の第１態様の部材結合構造は、スタッドボルトの大径部の径方向外側を囲う筒部
材を備える。
【０００７】
　本開示の第２態様では、第２部材は、ナットの径方向外側に、ナット及び係合部を遮蔽
する遮蔽部を一体に有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態による部材結合構造の模式図である。
【図２】図１のＩＩ部分の拡大図である。
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【図３】第１実施形態によるスタッドボルトの側面図である。
【図４】図３のＩＩＩ方向の矢視図である。
【図５】第１実施形態による部材結合構造の組付け時の状態を示す断面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線の断面図である。
【図７】参考例による部材結合構造の模式図である。
【図８】本発明の第２実施形態による部材結合構造の要部断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態による部材結合構造の要部断面図である。
【図１０】本発明の第４実施形態による部材結合構造の要部断面図である。
【図１１】本発明の第５実施形態によるスタッドボルトの側面図である。
【図１２】図１１のＸＩＩ方向の矢視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、複数の実施形態及び
参考例において、実質的に同一の構成には同一の符号を付し、説明を省略する。
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態を図１から図６に示す。第１実施形態の部材結合構造１は、第１
部材１０と第２部材２０とが、スタッドボルト３０により結合されたものである。第１部
材１０として、モータハウジング、電子制御装置又は各種センサなどが例示される。第２
部材２０として、有底筒状のブラケットなどが例示される。第２部材２０は、例えばトラ
ンスミッション又はエンジンカバー等の大型部品２に固定される。
【００１０】
　部材結合構造１は、スタッドボルト３０、第１部材１０、第２部材２０、第１ナット４
０及び第２ナット５０を備えている。
　まず、スタッドボルト３０について説明する。
　図３及び図４に示すように、スタッドボルト３０は、第１ねじ部３１、第２ねじ部３２
、大径部３３及び係合部３４を備えている。
　第１ねじ部３１はスタッドボルト３０の軸方向の一方に設けられ、第２ねじ部３２はス
タッドボルト３０の軸方向の他方に設けられる。第１ねじ部３１と第２ねじ部３２は、右
ねじ又は左ねじのどちらを採用してもよい。
【００１１】
　大径部３３は、円筒状に形成され、第１ねじ部３１と第２ねじ部３２との間に設けられ
る。大径部３３の外径Ｄ３は、第１ねじ部３１の外径Ｄ１、及び第２ねじ部３２の外径Ｄ
２よりも大きい。なお、大径部３３は、円筒状に限らず、軸Ｏに垂直な断面が円形に形成
されていればよい。
　大径部３３は、第１ねじ部３１側の端面に、軸Ｏに垂直な第１当接面３５を有する。こ
の第１当接面３５は、第１ねじ部３１側に固定される第１部材１０に当接可能である。
　また、大径部３３は、第２ねじ部３２側の端面に、軸Ｏに垂直な第２当接面３６を有す
る。この第２当接面３６は、第２ねじ部３２側に固定される第２部材２０に当接可能であ
る。
【００１２】
　係合部３４は、第２ねじ部３２側の端部に設けられる。係合部３４の外径Ｄ４は、第２
ねじ部３２の外径Ｄ２よりも小さい。係合部３４は、例えばヘクサロビュラ又は六角柱等
であり、その形状に対応するボックスレンチ等の工具を係合することが可能である。
【００１３】
　次に、第１部材１０及び第１ナット４０について説明する。
　図１及び図２に示すように、第１部材１０は、上部材１１、下部材１２及びカラー１３
等から構成されている。上部材１１に設けられた孔１４に第１ナット４０が固定されてい
る。第１ナット４０は、例えばインサートナットであり、筒状のナット本体４１の径外側
に凹凸部４２が形成され、上部材１１の孔１４の内壁に圧入固定される。ナット本体４１
の径内側に形成された雌ねじ４３は、第１ねじ部３１に螺合可能である。
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　本実施形態の第１ナット４０は、特許請求の範囲に記載の「雌ねじ部」の一例に相当す
る。
【００１４】
　下部材１２には、環状のカラー１３がインサート成形または接着等により固定されてい
る。カラー１３の孔１５の内径は、第１ねじ部３１の外径Ｄ１よりも大きい。そのため、
第１ねじ部３１は、カラー１３の孔１５の内側を相通している。第１ねじ部３１と第１ナ
ット４０とが螺合することにより、カラー１３の大径部３３側の端面は、大径部３３の第
１当接面３５に当接する。これにより、第１部材１０は、大径部３３に固定される。
【００１５】
　続いて、第２部材２０及び第２ナット５０について説明する。
　第２部材２０は、有底筒状に形成され、スタッドボルト３０の軸Ｏに垂直な設置部２１
、及び、その設置部２１の外縁から筒状に延びる遮蔽部２２を有する。
　設置部２１は、スタッドボルト３０の第２ねじ部３２が挿通可能な孔２３を有する。こ
の孔２３を挿通した第２ねじ部３２に第２ナット５０が螺合している。第２ねじ部３２と
第２ナット５０とが螺合することにより、設置部２１の大径部３３側の端面は、大径部３
３の第２当接面３６に当接する。これにより、第２部材２０は、大径部３３に固定される
。
　本実施形態の第２ナット５０は、特許請求の範囲に記載の「ナット」の一例に相当する
。
　遮蔽部２２は、第２ナット５０の径方向外側に位置しており、第１部材１０及び第２部
材２０の外部から第２ナット５０及び係合部３４を遮蔽する。これにより、遮蔽部２２は
、第１部材１０及び第２部材２０の外部からスパナなどの工具が第２ナット５０及び係合
部３４に係合されることを防いでいる。
【００１６】
　第１実施形態の部材結合構造１では、スタッドボルト３０により第１部材１０と第２部
材２０とが結合された状態で、第１部材１０及び第２部材２０から大径部３３が露出して
いる。しかし、大径部３３は筒状であるため、そこにスパナなどの工具を係合することが
できない。そのため、工具によってスタッドボルト３０が軸周りに回転されることが防が
れる。これにより、第１部材１０と第２部材２０の悪意による解体が行われることが防が
れる。したがって、第１実施形態の部材結合構造１は、第１部材１０及び第２部材２０の
盗難等の防止に好適である。
【００１７】
　次に、第１実施形態の部材結合構造１の組み付け方法の一例を、図５及び図６を参照し
て説明する。
　この組み付け方法では、まず、上部材１１に設けられた孔１４に第１ナット４０を圧入
等により固定する。
　次に、下部材１２に固定されたカラー１３の内側の孔１５から、スタッドボルト３０の
第１ねじ部３１を挿し込む。続いて、係合部３４に係合する第１のボックスレンチ６１に
よりスタッドボルト３０を軸周りに回転させ、第１ねじ部３１を第１ナット４０の雌ねじ
４３に螺合する。これにより、第１部材１０のカラー１３が大径部３３の第１当接面３５
に当接し、第１ナット４０と第１部材１０とスタッドボルト３０が固定される。
【００１８】
　次に、第２部材２０の設置部２１に設けられた孔２３に、第２ねじ部３２を挿し込む。
続いて、第２ナット５０に係合する第２のボックスレンチ６２により第２ナット５０を軸
周りに回転させ、第２ナット５０を第２ねじ部３２に螺合する。このとき、係合部３４に
第１のボックスレンチ６１を係合し、スタッドボルト３０が軸周りに回転することを防ぐ
ことが好ましい。但し、第１部材１０のカラー１３と大径部３３の第１当接面３５との摩
擦力が第２のボックスレンチ６２のトルクよりも大きい場合、第１のボックスレンチ６１
によりスタッドボルト３０の回転を防ぐ工程は省略することが可能である。
　第２ナット５０が第２ねじ部３２に螺合すると、第２部材２０の設置部２１が大径部３



(6) JP 6287693 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

３の第２当接面３６に当接し、スタッドボルト３０と第２部材２０と第２ナット５０とが
固定される。
　その後、第２部材２０は、例えばトランスミッション又はエンジンカバー等の大型部品
２に固定される。
【００１９】
　（参考例）
　ここで、参考例による部材結合構造を図７に示す。参考例の部材結合構造が備えるスタ
ッドボルト３０は、大径部３７が六角柱に形成されている。そのため、参考例の部材結合
構造では、第１部材１０及び第２部材２０から露出した大径部３７に対し、スパナなどの
工具を係合することが可能である。その工具によってスタッドボルト３０が軸周りに回転
されると、上部材１１の孔１４と第１ナット４０の凹凸部４２との圧入箇所、第１ナット
４０の雌ねじ、第２ナット５０の雌ねじ又はスタッドボルト３０自身が破壊されるおそれ
がある。このようにして、スタッドボルト３０により結合された第１部材１０と第２部材
２０との解体が行われると、その第１部材１０又は第２部材２０が盗難されることが懸念
される。
【００２０】
　これに対し、第１実施形態によるスタッドボルト３０、及びそれを用いた部材結合構造
１は、次の作用効果を奏する。
（１）第１実施形態のスタッドボルト３０は、第１ねじ部３１と第２ねじ部３２との間に
、第１ねじ部３１及び第２ねじ部３２よりも外径が大きく、且つ、軸Ｏに垂直な断面が円
形に形成された大径部３３を備える。
　このスタッドボルト３０を用いて第１部材１０と第２部材２０とを結合した場合、第１
部材１０及び第２部材２０から大径部３３が露出していたとしても、大径部３３は軸Ｏに
垂直な断面が円形であるため、大径部３３にスパナなどの工具を係合することができない
。そのため、このスタッドボルト３０は、互いに結合された第１部材１０と第２部材２０
の解体が行われることを防ぐことが可能である。したがって、このスタッドボルト３０は
、第１部材１０と第２部材２０の盗難等の防止に好適である。
【００２１】
（２）第１実施形態のスタッドボルト３０が備える大径部３３は、第１ねじ部３１側の端
面に、軸Ｏに垂直な第１当接面３５を有する。また、大径部３３は、第２ねじ部３２側の
端面に、軸Ｏに垂直な第２当接面３６を有する。
　これにより、スタッドボルト３０は、第１ねじ部３１に第１ナット４０を螺合すること
で、大径部３３の第１当接面３５に第１部材１０を固定することが可能である。また、ス
タッドボルト３０は、第２ねじ部３２にナットを螺合することで、大径部３３の第２当接
面３６に第２部材２０を固定することが可能である。
【００２２】
（３）第１実施形態のスタッドボルト３０が備える大径部３３は、円筒状である。
　これにより、スパナなどの工具によっても、大径部３３を掴むことができなくなる。し
たがって、スタッドボルト３０は、大径部３３にスパナなどの工具が係合されることを防
ぐことが可能である。
【００２３】
（４）第１実施形態の部材結合構造１は、第１部材１０と第２部材２０とを固定するスタ
ッドボルト３０の断面が円形に形成されている。
　この部材結合構造１では、第１部材１０及び第２部材２０からスタッドボルト３０の大
径部３３が露出していたとしても、その大径部３３にスパナなどの工具を係合することが
できない。そのため、この部材結合構造１は、第１部材１０と第２部材２０の解体が行わ
れることを防ぐことが可能である。
【００２４】
（５）第１実施形態の部材結合構造１では、第２部材２０は、第２ナット５０の径方向外
側に、第２ナット５０及び係合部３４を遮蔽する遮蔽部２２を有する。
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　これにより、遮蔽部２２は、スタッドボルト３０の第２ナット５０及び係合部３４にス
パナなどの工具が係合されることを防ぐことが可能である。
【００２５】
（６）第１実施形態の部材結合構造１では、第１ナット４０は、インサートナットである
。
　これにより、部材結合構造１は、第１部材１０から第１ナット４０が取り外されること
を防ぐことが可能である。
【００２６】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態を図８に示す。第２実施形態では、スタッドボルト３０の備える
大径部３８は、第１ねじ部３１側から第２ねじ部３２側に向かい外径が次第に大きくなる
テーパ状に形成されている。
　第２実施形態においても、大径部３８の第１ねじ部３１側に設けられた第１当接面３５
は、第１部材１０のカラー１３の端面に当接している。また、大径部３８の第２ねじ部３
２側に設けられた第２当接面３６は、第２部材２０の設置部２１に当接している。これに
より、スタッドボルト３０は、大径部３８の第１ねじ部３１側に第１部材１０を固定し、
大径部３８の第２ねじ部３２側に第２部材２０を固定することが可能である。
【００２７】
　第２実施形態では、スタッドボルト３０は、大径部３８にスパナなどの工具が嵌められ
た場合でも、その工具と大径部３８との接触面積を小さくし、スタッドボルト３０が軸周
りに回転することを防ぐことが可能である。
【００２８】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態を図９に示す。第３実施形態の部材結合構造１は、スタッドボル
ト３０の大径部３３の径方向外側に筒部材７０を備える。筒部材７０は、周方向に連続し
た形状であり、大径部３３の径方向外側を囲う。なお、筒部材７０は、周方向の一部が僅
かに切り欠かれたＣ字状であってもよい。
【００２９】
　第３実施形態では、スタッドボルト３０の大径部３３が筒部材７０によって囲われてい
るので、大径部３３にスパナなどの工具を係合することができない。そのため、この部材
結合構造１は、工具によってスタッドボルト３０が軸周りに回転されることを防ぐことが
可能である。
　なお、第３実施形態において、スタッドボルト３０は、図７の比較例に示したような、
大径部３７が六角柱のものを使用することが可能である。
【００３０】
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態を図１０に示す。第４実施形態の部材結合構造１では、第２部材
２０と筒部材７０とが溶接により固定される。なお、第２部材２０と筒部材７０との溶接
箇所７１を、図１０の破線に示す。なお、第２部材２０と筒部材７０との溶接は、第１部
材１０と第２部材２０とのスタッドボルト３０による組付け作業の前に行うことが可能で
ある。
　第４実施形態では、筒部材７０と第２部材２０を一体にすることにより部品点数の増加
が防がれるので、第１部材１０と第２部材２０とスタッドボルト３０を組み付ける際、そ
の組み付け工数を低減することが可能である。
【００３１】
　（第５実施形態）
　本発明の第５実施形態を図１１及び図１２に示す。第５実施形態のスタッドボルト３０
は、第２ねじ部３２側の端部に設けられた係合部３９が六角穴である。この六角穴には、
その形状に対応する六角レンチ等の工具を係合することが可能である。
　なお、係合部３９は、六角穴に代えて、ヘクサロビュラ穴とすることも可能である。
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　第５実施形態のスタッドボルト３０においても、上述した第１から第４実施形態と同一
の作用効果を奏することができる。
【００３２】
　（他の実施形態）
（１）上述した実施形態では、第１部材１０は、上部材１１、下部材１２及びカラー１３
から構成した。これに対し、他の実施形態では、第１部材１０は、上部材１１、下部材１
２及びカラー１３を一体に形成した部材としてもよい。また、他の実施形態では、第１部
材１０は、カラー１３を備えることなく、第１部材１０に対し、第１ねじ部３１が挿通す
る孔を直接形成してもよい。
【００３３】
（２）上述した実施形態では、第１部材１０に第１ナット４０としてインサートナットを
埋め込んだ。これに対し、他の実施形態では、第１部材１０に形成した孔の内壁に、第１
ねじ部３１が螺合可能な雌ねじを形成してもよい。この場合、その雌ねじが、特許請求の
範囲に記載の「雌ねじ部」の一例に相当する。
【００３４】
（３）上述した第４実施形態では、第２部材２０と筒部材７０とを溶接により固定した。
これに対し、他の実施形態では、第２部材２０と筒部材７０とを、例えば接着などにより
固定してもよい。また、他の実施形態では、第２部材２０と筒部材７０とを、例えばプレ
ス可能などにより一体に形成してもよい。
　さらに、他の実施形態では、第１部材１０と筒部材７０とを固定してもよく、または、
第１部材１０と筒部材７０とを一体に形成してもよい。
【００３５】
（４）上述した第４実施形態では、第２部材２０と筒部材７０との溶接を、第１部材１０
と第２部材２０とのスタッドボルト３０による組付け作業の前に行った。これに対し、他
の実施形態では、第２部材２０と筒部材７０との溶接を、第１部材１０と第２部材２０と
のスタッドボルト３０による組付け作業の後に行ってもよい。
　このように、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、複数の実施形態を組
み合わせることに加え、その要旨を逸脱しない範囲で種々の形態で実施可能である。
【符号の説明】
【００３６】
３０・・・スタッドボルト
３１・・・第１ねじ部
３２・・・第２ねじ部
３３，３８・・・大径部
３４，３９・・・係合部
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